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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、療養病床の身体拘束廃止に向けての取り組みをしている/していない双方
について、4名の看護管理者へのインタビューを実施し、阻害要因を質的に明らかにした。看護管理者としての身体拘
束廃止の取り組みの状況は、身体拘束廃止に向けた取組みは、ありが1名、なしが3名であった。なしと回答した全ての
管理者も減らす取組みはしていたが、減らすことも難しいとして結果的に身体拘束を続けたとした管理者もいた。看護
管理者の身体拘束廃止の阻害要因として、患者の状況、スタッフの状況、病棟の構造上の問題、身体拘束に対する意識
、身体拘束の開始、身体拘束を減らす工夫をしている中での阻害要因があげられた。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to clarify the disincentives to eliminate the use of 
restraints by semi-structured interviewing to four nurse managers of long-term care hospitals in Japan. 
One of them had already worked on removing the use of restraints. The others had tried to reduce the use 
of restraints. The disincentives to eliminate the use of restraints were revealed as follows: patients’ 
conditions, staff’s conditions, structure problem of a ward, and the trigger of use of restraints.

研究分野： 高齢者看護

キーワード： 療養病床　看護管理者　身体拘束
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 高齢者の長期療養ケアは、高齢社会とそれ
に伴う医療費の増加により、日本のみならず
世界でも重大な問題である。さらに、高齢者
ケアの質もまた問題視されており、ケアのス
タンダードを明確にすることも求められて
いる。その代表的なものとして、アメリカ合
衆国における 1987 年 the Omnibus Budget 
Reconciliation Act、オーストラリアにおけ
る 1997 年 the Aged Care Act および the 
Australian Standards and Guidelines for 
Residential Aged Care Services 
(Commonwealth Department of Health and 
Ageing 1998)、日本では 1999 年「身体拘束
禁止規定」、2000 年「身体拘束ゼロへの手引」
があげられる。身体拘束(restraint)は患者
の尊厳が守られないだけではなく、転倒や外
傷などの身体的な悪影響も指摘されている
ことから、社会的な問題として捉えられ、法
令などで抑制の減少・廃止が定められてきた。 
しかし、日本のすべての高齢者施設に身体

拘束禁止規定が定められているわけではな
い。日本における保険適用の主な高齢者施設
には、医療保険適用の療養病床（以下、医療
療養型）、介護保険適用の療養病床（以下、
介護療養型、介護老人保健施設（以下、老健）、
介護老人福祉施設（以下、特養）の 4施設が
ある。このうち、身体拘束禁止規定が定めら
れているのは介護保険適用の3施設のみであ
る。医療療養型では、身体拘束の実施・非実
施は医療福祉専門職に委ねられているが、そ
の決定には相反する葛藤がある。すなわち、
患者の尊厳が守られないため、してはいけな
いという考えと、身体拘束は転倒予防や安全
で確実な医療処置実施等のための手段とい
う考えとの間で葛藤である。どちらの考えを
重要視するかは、個々の医療福祉専門職の倫
理観や施設内の組織文化等により影響され
る。介護保険適用の 3施設において、緊急や
むを得ない場合、「切迫性」「非代替性」「一
時性」の 3 つの要件をすべて満たしており、
患者・家族への説明等の慎重な手続きを経た
ケースに限り身体拘束を行うことができる
とされており、限定的な身体拘束を許容され
ている。以上より、身体拘束の完全なる廃止
は相当の取り組みが必要といえる。 
高齢者施設における身体拘束の実態につ

いて、平成 17 年度に介護保険関連施設を対
象として行われた調査結果では、1 施設あた
りの拘束率の平均は、特養では 4.5%、老健で
は 4.3%、介護療養型では 9.9％人と介護療養
型が一番高かった（社会福祉法人東北福祉会 
認知症介護研究・研修センター，2006）。医
療療養型の身体拘束率について、西嶋らの調
査結果によれば 25.5%（西嶋ら、2009）であ
った。医療療養型と介護療養型の相違につい
て、池崎らは医療処置の実施率の相違は有意
ではなかった（池崎ら、2008）ことを指摘し
ている。医療療養型と各介護保険関連施設と
の身体拘束率を単に比較することは注意を

要するものの、池崎らの調査結果を考慮する
と、介護保険制度下の身体拘束禁止規定の有
無が各施設の拘束率の違いに影響している
ことが推察され、医療療養型の身体拘束率の
平均の高さは問題視すべきといえる。また、
施設での身体拘束の方針として、一切廃止の
方針としている割合は、特養で 15.6%、老健
で 18.1%、介護療養型で 15.2%と 2 割未満に
とどまっており（社会福祉法人東北福祉会 
認知症介護研究・研修センター，2006）、身
体拘束廃止の困難さが窺われ、身体拘束廃止
に向けた支援方法は更なる探求が必要不可
欠である。 
以上をふまえて、研究者が身体拘束の実態

を把握するとともに、患者像を考慮に入れた
身体拘束廃止のための具体的なケア内容を
探索するために、平成 22 年度に療養病床に
おいて、身体拘束の実態について看護管理者
を対象に質問紙調査を行い、身体拘束との関
連要因（患者像）および身体拘束を行わない
ための関連要因（看護管理者の身体拘束に対
する考え方および取り組む姿勢、病棟での日
常ケアにおける具体的な工夫の実施状況、
等）を検討した。療養病床のうち、医療療養
型のほうが介護療養型よりも1病棟患者数あ
たりの身体拘束患者数（以下、身体拘束率）
が高かった。多変量解析の結果、療養病床に
おける身体拘束率に関連する主要な要因と
して、1)患者要因：転倒転落のリスクがある
患者、持続的なドレーンやカテーテル類が留
置されている患者、昼夜逆転している患者、
2)看護管理者の身体拘束廃止に取り組む姿
勢：前向きに取り組む、などが抽出された。
なかでも特に、2)の看護管理者の前向きな取
り組み姿勢は、身体拘束割合に強い影響を与
えていることが明らかとなった。北山らが医
療療養型の看護管理者を対象に行ったイン
タビュー調査の結果では、身体拘束廃止を可
能にしたプロセスとして、施設長の理解を得
て、看護管理者が率先して身体拘束廃止にす
るためのスタッフへの働きかけおよびケア
の実践を行っていた（北山ら、2010）ことが
抽出されている。これらのことは、看護管理
者の積極的な取り組みが身体拘束廃止につ
ながっていることの裏付けとなったが、身体
拘束廃止にむけての看護管理者の具体的な
取り組み内容や病棟での具体的なケアの実
践に関する項目については裏付けとはなら
なかった。これは、身体拘束を行わないため
の関連要因は探索したが、身体拘束廃止を阻
害するプロセスや阻害要因については十分
に検討されていなかったことが課題として
考えられた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、療養病床の身体拘束廃止
に向けての取り組みをしている/していない
双方について、看護管理者へのインタビュー
を実施し、阻害要因を明らかにすることとし
た。 



 
３．研究の方法 
(1) 研究デザイン 
インタビューガイドをもとに半構造化面

接に基づく質的研究 
 
(2) 研究対象 
療養病床の看護管理者。今までに看護管理

者として身体拘束廃止に向けて取り組んだ
経験の有無は問わないこととした。 
 
(3)研究参加者のリクルート方法 
研究者の縁故、雑誌やインターネット知り

得た、またはスノーボールサンプリング方法
により療養病床を有する病院の看護部長に
研究協力者の紹介を依頼した。了承が得られ
たら、看護部長より研究協力者の紹介をして
いただき、研究計画および倫理的配慮等につ
いて書面と口頭で説明し、研究協力を依頼し
た。研究協力への同意が得られた研究参加者
には、同意書に署名をいただいた。 
 
(4)データ収集期間：2014 年 9月～12月 
 
(5)データ収集方法 
 療養病床の看護管理者に対してインタビ
ューガイドをもとに半構造化面接を行った。
インタビュー時間は 1 回 60 分程度とした。
インタビュー内容は参加者の了承を得て、内
容を IC レコーダーに録音した。 
 
(6)データ収集内容 
①病院について（総病床数・認定看護師の有
無） 
②療養病棟について（病床数、看護基準、正
看護師の割合、調査日時点での医療区分と
ADL 区分 
③看護管理者について（年齢・性別、看護職
通算勤務年数、看護職資格、看護職以外の医
療福祉に関する資格、病棟勤務経験のある科、
現在の病院での通算勤務年数、現在の病棟の
通算勤務年数、看護管理者としての勤務年数、
身体拘束に向けた取り組みの有無 
④身体拘束廃止について取り組まれたこと
がない研究参加者には、以下の内容を尋ねた。 
・取り組まれていない状況について：看護管
理者として取り組みが困難だったり、苦労し
たり、障害となったりしたことはどのような
ことか。どのように取り組まれ、どのような
経過をたどったか。入院患者の状況、入院患
者の家族の状況、病棟スタッフの状況や身体
拘束に対する考え、病院の方針について着目
する。 
・現在の身体拘束に関連することについて：
身体拘束委員会、新しく病棟に配属なった看
護師への教育、病院内または病棟内での研修、
身体拘束マニュアル、抑制具の管理方法につ
いて着目する。 
⑤身体拘束廃止について取り組まれたこと
がある研究参加者には、以下の内容を尋ねた。 

・今までどのように取り組まれたのか：身体
拘束を廃止するきっかけ、病棟スタッフの考
えや取り組む姿勢、患者やその家族への説明
内容、看護管理者として特に気をつけたこと
や行ったこと・工夫したこと、病院の方針に
ついて着目する。 
・身体拘束廃止への取り組みが困難だったり、
苦労したり、障害となったりしたことはどの
ようなことか。どのように取り組まれ、どの
ような経過をたどったか。 
・身体拘束廃止が困難だった事例のうち、特
に印象に残っている事例があれば、その事例
について。 
・現在の身体拘束に関連することについて：
身体拘束委員会、新しく病棟に配属なった看
護師への教育内容、病院内または病棟内での
研修、身体拘束マニュアル、抑制具の管理方
法に着目する。 
 
 (7)データ分析方法 
IC レコーダーに録音した内容を逐語録に

起こし、療養病床の身体拘束廃止に向けての
取り組みを阻害要因について質的に分析し
た。 
 
(8)倫理的配慮 
 本研究は、日本赤十字看護大学研究倫理審
査委員会の承認を受けて、実施した（承認番
号：2014-061） 
 
４．研究成果 
(1)研究参加者の特性 
 4 名の療養病棟の看護管理者にインタビュ
ー調査を実施した。看護管理者の看護職経験
年数は 20～36 年、管理者としての勤務年数
は 2～20 年であった。病棟の病床数は 30～60
床、医療区分も ADL 区分も高い患者が多くを
占めていた。 
 看護管理者としての身体拘束廃止の取り
組みの状況は、身体拘束廃止に向けた取組み
は、ありが 1名、なしが 3名であった。なし
と回答した 3名のうち 2名は身体拘束の廃止
までではないが、減らす取組みはし、外せる
ようになった場合は外していた。もう１名も
減らす取り組みはしているものの、難しいと
して身体拘束を続ける患者が多いとのこと
であった。 
 
(2)看護管理者にとって身体拘束廃止の阻害
要因 
① 患者の状況 
患者の状況として、経鼻経管栄養や中心静

脈栄養などカテーテルの使用、認知症、転倒
転落の危険、不穏や急変時のリスク予防があ
げられた。また、患者の家族からのけがをさ
せないことや問題をおこさないことを望ま
れていた。 
② スタッフの状況 
スタッフ側の状況として、まず人手不足

（特に夜勤帯）があげられた。医療処置の多



い患者が多く、医療処置やケアに追われてし
まっていた。看護管理者もスタッフの一員と
して業務をこなしていた。 
平時の申し送り、または定時のカンファレ

ンス(週１～２回)にて、身体拘束の開始・継
続・解除の相談をしていた。 
② 病棟の構造上の問題 
病棟の構造上の問題として、ナースステー

ションから遠い病室があることが挙げられ
た。 
③ 身体拘束に対する意識 
身体拘束をすることに抵抗がないわけで

はないが、患者のカテーテル類を抜かれるこ
とやおむついじり、転倒転落に対するリスク
管理が優先されていた。ケアの安全性に自信
がないことはしない、とする看護管理者もい
た。 
看護管理者は、家族も身体拘束に対する違

和感を抱いていない、と認識しており、家族
からのクレームを受けないような対策方法
の一手段として身体拘束をあげていた。 
医師は必ずしも身体拘束に関心を持って

おらず、「安全だったらよい」という考えに
対してプレッシャーに感じていた。 
④ 身体拘束の開始 
 新規入院患者に対して、入院前より身体拘
束をされていた患者について、とりあえず身
体拘束をしないで様子をみる病棟と、継続し
て身体拘束をする病棟とに分かれた。 
⑤ 身体拘束を減らす工夫をしているなかで

の阻害要因 
入院後の患者の多くは不穏や転倒転落に

つながる行動をとるために抑制具を用いて
おり、落ち着いてベッド上にいられるように
なった時点で抑制具を外していた。その間、
患者が病室環境だけではなく、スタッフと顔
なじみになることを重要視していた。しかし、
カテーテル類を抜かれた/抜かれそうになっ
た場合、おむついじりをされた場合、転倒転
落につながる動作が見られた場合には、身体
拘束の再開・継続となっていた。 
 
(3)身体拘束廃止の取り組んだ看護管理者の
取り組み内容 
ありと回答した管理者は、介護療養病棟で

の勤務時に介護保険制度の規定により身体
拘束廃止に取組んだ経験を活かし、新たに立
ち上げとなった医療療養病棟の看護管理者
として、身体拘束廃止を病棟目標のひとつと
して取り組み、スタッフの反発を受けること
なく進められていた。 
① 管理者として実施したこと 
カンファレンスの日時を決め、看護管理者

自らが身体拘束中の人数を把握していた。カ
ンファレンスには介護職にも参加してもら
った。管理者自ら抑制具を外してラウンドす
るとともに、スタッフにも「見に行ってね」
と伝えていた。 
スタッフに対して、反発する人も想定し、

身体拘束を全て廃止とは明言せず、スタッフ

の気持ちや考えを否定しないように心掛け
ていた。スタッフの勤務時の状況を理解し、
自分がすべて正しいとはせず、報告を受けた
ら、次のアイディアを考える機会としていた。
身体拘束廃止について、少しずつ、時間をか
けて理解をしてもらうようにしていた。 
看護管理者が自らやってみせ、取り組んで

くれるスタッフには「それでいいよ」という
声かけをし、患者の抑制具が取れたことなど
取り組みの結果をフィードバックしていた。
この取り組みを継続していくために、頻回の
訪室などを言い続け、身体拘束廃止への意識
づけをし続けた。 
事務長などの上層部に、病棟からの意見を

上申しており、また自分たちの取り組みを伝
えていた。看護部長からは取り組みへの理解
が得られていた。 
身体拘束廃止に取り組むことへの勇気は

特にいらなかった。 
② 管理者として病棟スタッフに伝えたこと 

麻痺なのに抑制具を用いることの矛盾、抑
制具の使用が拘縮につながることをまず関
連付けさせ、身体拘束関連の事故事例を説明
し、介護保険制度における身体拘束の実施の
3原則を徹底させた。 
入院したばかりの患者は、身体拘束をせず

に一日の動きをちょっと見ることとした。身
体拘束が外せるかな（例：体力が弱っている、
麻痺側がある、など）、と思われたら、抑制
具を外した。まず日勤帯で外し、徐々に夜勤
帯で外すようにした。 
具体的な対応方策として、認知症患者で、

抑制具を外した場合には認知障害があって
も必ず声掛けをすることとした。中心静脈栄
養を実施している患者が、必ず介護衣着用と
はしなかった。おむついじりする患者に対し
ては、やられたら保清（手浴、入浴等）しよ
う、という姿勢を持ち、実施することとした。
経鼻経管を実施している患者には「（管は）
抜いてもいいのよ」とし、カテーテルを抜か
れた場合には再挿入することとした。夜間の
徘徊する患者には、おやつや飲み物（を家族
に準備してもらった。保清が増えることに対
して、スタッフも協力して実施してくれた。 
ケア提供内容について、自分が患者になっ

た場合を考えさせ、気持ちよいケアの実施、
実施回数の増加につなげられるようにした。
前職場での経験は、強制はしないが、取り組
みのきっかけとなるように話をするように
心がけていた。 
また、患者はいつも同じではないことを強

調し、毎回「必ず見る」ことを意識づけるよ
うにした。 
 
 看護管理者の身体拘束廃止の阻害要因と
して、患者の状況、スタッフの状況、病棟の
構造上の問題、身体拘束に対する意識、身体
拘束の開始、身体拘束を減らす工夫をしてい
る中での阻害要因があげられた。 
看護管理者は身体拘束について必ずしも



よいものとは捉えていなかったが、療養病棟
に入院する患者を身体拘束しないための代
替案が十分なく、患者を常時みていることが
できない中で、事故につながる動作をリスク
として捉え、身体拘束を一手段としていた。
明確なケアの目標として身体拘束廃止を掲
げられるか、また、事故につながる動作のう
ち抜かれても身体に悪影響を及ぼさないカ
テーテル（経鼻経管）やおむついじりについ
て「されてもよい」とすることができるかど
うかは、身体拘束を減らすことにつなげられ
る可能性があると考えられた。また、所属す
る病院や施設に限らず、近隣の病院や施設を
含めて、身体拘束廃止の成功体験を持つ看護
管理者との交流の場は、よい相談先となり得
るだろう。 
 人手不足は深刻であり、看護管理者もスタ
ッフの一員として医療処置やケアを担って
いた。また、ナースステーションから遠い病
室があるという構造上の問題も、頻回の訪室
ができない要因となっていた。看護管理者が
管理業務に従事できるような人員配置や、ま
たラウンドがしやすい病棟の構造と看護師
の動線についても検討していく必要性があ
る。 
 高齢者の長期療養施設におけるケアの質
向上のための一側面として、身体拘束廃止が
あげられる。看護職自身が受けたいケアを受
けられるような支援システムの確立が求め
られている。 
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